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高知県文化財保存事業費補助金交付要綱 

第１条～第５条 略 

第６条 

（１）ア 略 

  イ 補助金の交付決定額全体の 20パーセントを超える減額 。ただし、交付決定額からの 

減額額が５万円未満の場合はこの限りではない。 

   ウ・エ 略 

（２）～（12） 略 

 

第 7条～第 11条 略 

 

付 則 

この要綱は、平成９年６月１日から施行し、平成９年度事業から適用する。 

この要綱は、平成１０年４月１日から施行し、平成１０年度事業から適用する。 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行し、平成１９年度事業から適用する。 

この要綱は、平成２４年５月１日から施行し、平成２４年度事業から運用する。 

この要綱は、平成２５年１月２４日から施行し、平成２４年度事業から運用する。 

この要綱は、平成２８年３月２２日から施行し、平成２８年度事業から適用する。 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行し、平成２９年度事業から適用する。 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度事業から適用する。 

２ 本要綱の施行の際現に高知県教育委員会に対してされている改正前の本要綱に基づく申請は、知

事に対してされた申請とみなす。 

この要綱は、令和５年４月 11日から施行し、令和５年度事業から適用する。 

この要綱は、令和６年４月１日から施行し、令和６年度事業から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧 

 

高知県文化財保存事業費補助金交付要綱 

第１条～第５条 略 

第６条 

（１）ア 略 

  イ 補助金の交付決定額全体の 20パーセントを超える減額  

 

   ウ・エ 略 

（２）～（12） 略 

 

第７条～第 11条 略 

 

付 則 

この要綱は、平成９年６月１日から施行し、平成９年度事業から適用する。 

この要綱は、平成１０年４月１日から施行し、平成１０年度事業から適用する。 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行し、平成１９年度事業から適用する。 

この要綱は、平成２４年５月１日から施行し、平成２４年度事業から運用する。 

この要綱は、平成２５年１月２４日から施行し、平成２４年度事業から運用する。 

この要綱は、平成２８年３月２２日から施行し、平成２８年度事業から適用する。 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行し、平成２９年度事業から適用する。 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度事業から適用する。 

２ 本要綱の施行の際現に高知県教育委員会に対してされている改正前の本要綱に基づく申請は、知

事に対してされた申請とみなす。 

この要綱は、令和５年４月 11日から施行し、令和５年度事業から適用する。 

 



別　表　第　１ 別　表　第　１

＜文化財保存事業費補助金＞ ＜文化財保存事業費補助金＞

補助事業の種類 補助事業の内容 補助事業者 補助事業の種類 補助事業の内容 補助事業者

表１ 表１

法人等 個人 法人等 個人

55% 55%

60% 60%

65% 65%

70% 70%

75% 75%

80% 80%

85% 85%

表２ 表２
国庫補助対象経費
の15％以内

国庫補助対象経費
の15％以内

県の認定する事業
費の1/3以内

県の認定する事業
費の1/3以内

ふるさとの文化遺産

保存推進対策事業

　
　県下の歴史的・文化的に貴重なふるさとの文化遺産等
について、その保存活用を図るため実態調査を行う事業

市町村又は
文化財を所
有若しくは
管理する者

ふるさとの文化遺産

保存推進対策事業

　
　県下の歴史的・文化的に貴重なふるさとの文化遺産等
について、その保存活用を図るため実態調査を行う事業

市町村又は
文化財を所
有若しくは
管理する者

　地域の文化財を大切に保存し、文化財に対する理解を
広めるために、市町村が行う次の事業
１）案内板等設置事業（案内板、説明板、標柱等を設置
し、又は修理する事業。ただし、国又は県指定となった
ものに限る）
２）記録保存事業（文化財を文章、録画、録音、その他
の方法により記録する事業）
３）無形文化財等支援事業（法又は条例により指定され
た無形文化財・無形民俗文化財の公開、伝承、用具整備
等の事業、又はこれを保存団体が行うことに対し市町村
が補助する事業）

４）中山間地域の活性化のための伝統的な祭り行事・民
俗芸能保存活動の支援事業
　ア　通常分
　地域の伝統的な祭り行事・民俗芸能(概ね戦前から行わ
れているものに限り、主として宗教行事と認められるも
の（法第182条第２項の規定に基づく市町村の指定又は条
例第25条の規定に基づく選択を受けているものを除
く。）を除く。）の公開、伝承、用具整備等の事業又は
これを保存団体が行うことに対し市町村が補助する事業
であって、知事が地域の活性化のために特に必要がある
と認める事業

５）民俗芸能支援（国庫補助分）
　文化庁の文化芸術振興費補助金（地域文化財総合活用
推進事業（地域伝統行事・民俗芸能等継承振興事業））
の採択を受けて行う事業
　

国庫補助事
業の交付決
定を受けた
補助事業者

　イ　国庫補助事業分
　文化庁の文化芸術振興費補助金（地域文化財総合活用
推進事業（地域伝統行事・民俗芸能等継承振興事業））
の採択を受けて行う事業
　

国庫補助事
業の交付決
定を受けた
補助事業者

　注３：本表により算定した補助額に千円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。 　注２：本表により算定した補助額に千円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

国庫補助額
を除いた経
費の1/3以内

新 旧

補助率等 補助率等

（１）法又は文化財保存事業費関係補助金交付要綱（昭和54年５月
１日文化庁長官裁定）の規定により国の補助を受ける事業（以下
「国庫補助事業」という。）については、表１のとおりとする。た
だし、地方公共団体又は県が出資する法人が補助事業者である国庫
補助事業については、補助の対象としない。
　なお、複数年にわたる国庫補助事業については、総額と年度ごと
に計算した額との補助金に差が生じた場合は、最終年度に補助金を
調整する。
 また、伝統的建造物群保存地区保存修理及び土佐のオナガドリ保護
増殖については、表２のとおりとする。

（１）法又は文化財保存事業費関係補助金交付要綱（昭和54年５月
１日文化庁長官裁定）の規定により国の補助を受ける事業（以下
「国庫補助事業」という。）については、表１のとおりとする。た
だし、地方公共団体又は県が出資する法人が補助事業者である国庫
補助事業については、補助の対象としない。
　なお、複数年にわたる国庫補助事業については、総額と年度ごと
に計算した額との補助金に差が生じた場合は、最終年度に補助金を
調整する。
 また、伝統的建造物群保存地区保存修理及び土佐のオナガドリ保護
増殖については、表２のとおりとする。

（２）国庫補助事業以外の事業については、県の認定する補助対象
事業費の３分の１以内の額。ただし、文化財防犯対策に係る事業費
については２分の１以内の額

県の補助率 県の補助率

※法人等とは、法人及び法人格を有しない文化財の所有又は管理
団体（例：社寺の管理団体）をいう。

※法人等とは、法人及び法人格を有しない文化財の所有又は管理
団体（例：社寺の管理団体）をいう。

①伝統的建造物群保存地区保存修理 ①伝統的建造物群保存地区保存修理

国庫補助率 備考 国庫補助率 備考

国庫補助額
を除いた経
費の1/4以内

国庫補助額
を除いた経
費の1/4以内

国庫補助額
を除いた経
費の1/4以内

国庫補助額
を除いた経
費の1/4以内

国庫補助額
を除いた経
費の1/3以内

　注２:指定文化財管理事業については、国指定文化財に限り補助の対象とする。

地域文化財保存伝承

活動事業

　地域の文化財を大切に保存し、文化財に対する理解を
広めるために市町村が行う又は保存団体が行うことに対
し市町村が補助する次の事業
（無形民俗文化財及び地域の伝統的な祭り行事・民俗芸
能(概ね戦前から行われているものに限り、宗教行事主体
のものを除く。）の振興に関する取組を対象に含む。）

１）案内板等設置事業（案内板、説明板、標柱等を設置
し、又は修理する事業）
２）記録保存事業（文化財を文章、録画、録音、その他
の方法により記録する事業）
３）デジタルアーカイブ事業（無形民俗文化財及び地域
の伝統的な祭り行事・民俗芸能の映像をデジタルアーカ
イブ化して保存し、公開する事業）
４）無形文化財等支援事業（法若しくは条例により指定
された無形文化財、無形民俗文化財又は未指定の伝統的
な祭り行事・民俗芸能の公開、伝承、用具整備等の事
業）

市町村

地域文化財保存伝承

活動事業

　県が認定する補助事業費の２分の１以内の額で、１件の補助金限
度額を30万円(市町村指定及び未指定文化財等は20万円）とする。

　
　文化財保護法（昭和25年法律第214号、以下「法」とい
う。）又は、高知県文化財保護条例（昭和36年高知県条
例第１号、以下「条例」という。）に基づき指定された
文化財の保存上必要な事業（保存修理、防災施設整備・
修理、伝承・公開、史跡等整備、天然記念物保護増殖、
伝統的建造物群保存地区保存など）

市町村又は
文化財を所
有若しくは
管理する者

　定額　20万円又は国庫補助対象経費（用具等整備事業に限り、国
庫補助の対象となった用具等に要する経費を含む。）の15％に相当
する額のいずれか少ない額

　定額　20万円又は国庫補助対象経費（用具等整備事業に限り、国
庫補助の対象となった用具等に要する経費を含む。）の15％に相当
する額のいずれか少ない額

　注１:文化財保存事業及び地域文化財保存伝承活動事業の１）については、国指定又は県指定文化財に限り補助の対象とする。 　注：ふるさとの文化遺産保存推進対策事業及び中山間地域の活性化のための伝統的な祭り行事・民俗芸能保存活動の支援事業を除き、補助対象とする文化財は、国又

市町村

　県が認定する補助事業費の３分の１以内の額で、１事業の補助金
限度額を100万円とする。

　県が認定する補助事業費の３分の１以内の額で、１事業の補助金
限度額を100万円とする。

　県が認定する補助事業費の２分の１以内の額で、１事業の補助金
限度額を30万円とする。

　県が認定する補助事業費の２分の１以内の額で、１事業の補助金
限度額を20万円とする。

②土佐のオナガドリ保護増殖 ②土佐のオナガドリ保護増殖

第２号様式及び第８号様式は、土佐のオナガドリのために定めた
様式を使用すること。

第２号様式及び第８号様式は、土佐のオナガドリのために定めた
様式を使用すること。

（２）国庫補助事業以外の事業については、県の認定する補助対象
事業費の３分の１以内の額。ただし、文化財防犯対策に係る事業費
については２分の１以内の額

市町村が県と同率
以上の補助を行う
場合に補助を行
う。

市町村が県と同率
以上の補助を行う
場合に補助を行
う。

国庫補助額
を除いた経
費の1/3以内

国庫補助額
を除いた経
費の1/3以内

指定文化財管理事業

　
　法に基づき重要文化財、重要有形文化財、史跡名勝天
然記念物の維持管理の万全を期するために、所有者又は
管理団体が行う次の事業であって、指定文化財管理費国
庫補助要項（昭和54年５月１日文化庁長官裁定）及び指
定文化財管理費国庫補助取扱要領（平成元年12月１日文
化財保護部長裁定）で補助対象事業として定めた事業。
１）防災設備保守点検等
２）差し茅、防蟻防虫等小修理
３）名勝等庭園の荒廃防止及び民家の環境整備
４）燻蒸、殺虫

市町村又は
文化財を所
有若しくは
管理する者

　県が認定する補助事業費の２分の１以内の額。ただし、地方公共
団体が所有する文化財については、補助の対象としない。
　第２号様式及び第８号様式は、指定文化財管理のために定めた様
式を使用すること。 指定文化財管理事業

　
　法に基づき重要文化財、重要有形文化財、史跡名勝天
然記念物の維持管理の万全を期するために、所有者又は
管理団体が行う次の事業（ただし、市町村所有の指定文
化財に係るものは除く。）であって、指定文化財管理費
国庫補助要項（昭和54年５月１日文化庁長官裁定）及び
指定文化財管理費国庫補助取扱要領（平成元年12月１日
文化財保護部長裁定）で補助対象事業として定めた事業
１）防災設備保守点検等
２）差し茅、防蟻防虫等小修理
３）名勝等庭園の荒廃防止及び民家の環境整備
４）燻蒸、殺虫

市町村又は
文化財を所
有若しくは
管理する者

　県が認定する補助事業費の２分の１以内の額。
　第２号様式及び第８号様式は、指定文化財管理のために定めた様
式を使用すること。

文化財保存事業

　
　文化財保護法（昭和25年法律第214号、以下「法」とい
う。）又は、高知県文化財保護条例（昭和36年高知県条
例第１号、以下「条例」という。）に基づき指定された
文化財の保存上必要な事業（保存修理、防災施設整備・
修理、伝承・公開、史跡等整備、天然記念物保護増殖、
伝統的建造物群保存地区保存など）

市町村又は
文化財を所
有若しくは
管理する者

文化財保存事業


